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（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、
「STUPID」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「穴パ
ウ」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「New
challenger」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Black
cherry」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真を付して、「BOMB」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「sex
herb」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「love
cliche」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「Deep
night」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「ゴメ
オ∞スペシャル」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「潮吹
き」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Triple Juicy」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「SUPER SEX」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、「淫乱
ウケ ver2」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「with
love」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、「狂
SEX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「ドロド
ロリキッド since2007」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「濃密
トコロテン」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Crazy Sexnista」と表示の
ある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「秘宝感」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Platon」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、
「NaMe2」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Pussy the Max」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Namestar」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Bin
Bin Bing」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、
「Maguwai」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「LEGEND」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Māra
XXX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Hanabira Jin Jin」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、
「Hentai Kibun」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「Deep
Eros」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Hyper Virgin」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Extreme Ace」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「Max
Point」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Red
Spear」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Gold
Crash」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「SEX
ITEM」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真に示すとおり、
「Super Dash」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「DOLL HOUSE」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「NYX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Body
Conscious」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真を付して、「DOLL
SET-A」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「DOLL
SET-B」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「DOLL
SET-C」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「NYX
SET」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（４５） （４６） （４７）

　次の写真を付して、「QUAD
SP SET」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「GREEN BREATH」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Blooming Breath」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　（平成３０年告示第６２３号）


